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新型コロナウイルス感染症に係る
診療報酬上の臨時的な取り扱いの対応

（５月12日現在）
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※厚労省事務連絡「新型コロナウイ
ルス感染症に係る診療報酬上の臨時
的な取り扱いについて」の「その
13」（2020年４月22日）および「そ
の14」（４月24日）より抜粋・一部
改変

通院・在宅精神療法
Ｑ１　対面診療において、精神科を
担当する医師が一定の治療計画のも
とに精神療法を継続的に行い、通院
・在宅精神療法を算定していた患者
に対して、電話や情報通信機器を用
いた診療においても、当該計画に基
づく精神療法を行う場合は、どのよ
うな取扱いとなるか。
Ａ１　新型コロナウイルスの感染拡
大を防止する観点から、精神疾患を
有する定期受診患者に対して、電話
や情報通信機器を用いた診療及び処
方を行う場合であって、電話や情報
通信機器を用いた診療を行う以前よ
り、対面診療において精神科を担当
する医師が一定の治療計画のもとに
精神療法を継続的に行い、通院・在
宅精神療法を算定していた患者に対
して、電話や情報通信機器を用いた
診療においても、当該計画に基づく
精神療法を行う場合は、特定疾患療
養管理料の２（147点）を月１回に
限り算定できる。

小児科外来診療料、　
小児かかりつけ診療料

Ｑ２　小児科外来診療料及び小児か
かりつけ診療料の施設基準の届出を

行っている保険医療機関において、
６歳未満の乳幼児または未就学児に
対して、初診から電話や情報通信機
器を用いた診療により診断や処方を
する場合について、どのように考え
ればよいか。
Ａ２　初診料の注２（214点）を算
定する。なお、この場合において、
診断や処方をする際は、「新型コロ
ナウイルスの感染拡大に際しての電
話や情報通信機器を用いた診療等の
時限的・特例的な取扱いについて」
（厚労省事務連絡・令和２年４月10
日）等を踏まえ、適切に診療を行
う。また、その際、医薬品の処方を
行い、またはファクシミリ等で処方
箋情報を送付する場合は、調剤料、
処方料、処方箋料、調剤技術基本
料、または薬剤料を算定できる。

電話等による検査結果の説明と指導
Ｑ３　保険医療機関において検査等
を実施し、後日、電話や情報通信機
器を用いて、検査結果等の説明に加
えて、療養上必要な指導や、今後の
診療方針の説明等を行った場合、電
話等再診料を算定できるか。
Ａ３　算定できる。

往診等での院内トリアージ実施料
Ｑ４　新型コロナウイルスの感染症
患者（新型コロナウイルス感染症で
あることが疑われる患者を含む）に
対して、往診等を実施する場合に
も、必要な感染予防策を講じた上で
当該患者の診療を行った場合には、

院内トリアージ実施料を算定できる
か。
Ａ４　算定できる。なお、必要な感
染予防策については、「新型コロナ
ウイルス感染症（COVID-19）診療
の手引き・第１版」に従い、院内感
染防止等に留意した対応を行う。特
に、「５　院内感染防止」及び参考
資料「新型コロナウイルス感染症に
対する感染管理（国立感染症研究
所）」の内容を参考とする。

在宅時医学総合管理料、　　
施設入居時等医学総合管理料
Ｑ５　前月に「月２回以上訪問診療
を行っている場合」の在宅時医学総
合管理料または施設入居時等医学総
合管理料（以下「在医総管等」とい
う）を算定していた患者に対して、
当月も診療計画に基づいた定期的な
訪問診療を予定していたが、新型コ
ロナウイルスへの感染を懸念した患
者等からの要望等により、訪問診療
を１回実施し、加えて電話等を用い
た診療を実施した場合について、ど
のように考えればよいか。
Ａ５　当月に限り、患者等に十分に
説明し同意を得た上で、診療計画に
基づき「月２回以上訪問診療を行っ
ている場合」の在医総管等を算定し
ても差し支えない。なお、次月以
降、訪問診療を月１回実施し、加え
て電話等を用いた診療を実施する場
合については、診療計画を変更し、
「月１回訪問診療を行っている場
合」の在医総管等を算定すること。

ただし、電話等のみの場合は算定で
きない。また、令和２年３月に「月
１回訪問診療を行っている場合」を
算定していた患者に対して、令和２
年４月に電話等を用いた診療を複数
回実施した場合は、「月１回訪問診
療を行っている場合」を算定するこ
と。なお、令和２年４月について
は、緊急事態宣言が発令された等の
状況に鑑み、患者等に十分に説明し
同意を得た上で、訪問診療を行え
ず、電話等による診療のみの場合で
あっても、在医総管等を算定して差
し支えない。

診療情報提供料（Ⅰ）
Ｑ６　保険医療機関が、新型コロナ
ウイルス感染症に関するPCR検査が
必要と判断した患者について、当該
患者の同意を得て、保健所（保健所
等に設置される帰国者・接触者相談
センターを含む。以下同じ）に、
PCR検査を実施する上で必要な情報
を文書により提供するにあたって、
保健所を、診療情報提供料（Ⅰ）注
２の「市町村に準ずるもの」と解し
て当該点数を算定することは差し支
えないか。
Ａ６　差し支えない。
Ｑ７　保険医療機関が、新型コロナ
ウイルス感染症に関するPCR検査が
必要と判断した患者について、保健
所に、PCR検査を実施する上で必要
な情報を文書により提供するに当た
って、「行政検査を行う機関である
地域外来・検査センターの都道府県
医師会・郡市区医師会等への運営委
託等について」（令和２年４月15日
付厚生労働省新型コロナウイルス感
染症対策推進本部事務連絡）別紙２
を用いた場合、 診療情報提供料
（Ⅰ）を算定することは差し支えな
いか。
Ａ７　差し支えない。

Ｑ11　リハビリテーション総合実施
計画書を作成した際に、患者の状況
に大きな変更がない場合に限り、リ
ハビリテーション実施計画書に該当
する１枚目の新規作成は省略しても
差し支えないか。
Ａ11　差し支えない。なお、その場
合においても、３カ月に１回以上、
リハビリテーション実施計画書の作
成および説明等が必要である。

〈通院・在宅精神療法〉
Ｑ12　通院・在宅精神療法の注８に
規定する療養生活環境整備指導加算
は、在宅精神療法を算定している患
者に対して療養生活環境を整備する
ための指導を行った場合は算定可能
か。
Ａ12　算定不可。

〈その他〉
Ｑ13　安全管理の責任者等で構成さ
れる委員会、院内感染防止対策委員
会および医療安全対策加算に規定す
るカンファレンスについて、対面に
よらない方法でも開催可能とすると
されたが、具体的にはどのような実
施方法が可能か。
Ａ13　例えば、書面による会議や、
予め議事事項を配布しメール等で採
決をとる方法、電子掲示板を利用す
る方法が可能である。ただし、議事
について、構成員が閲覧したことを
確認でき、かつ、構成員の間で意見
を共有できる方法であること。

使用のためのｅラーニングを指す。

〈特殊カテーテル加算〉
Ｑ８　特殊カテーテル加算につい
て、同一月に再利用型カテーテルと
間歇導尿用ディスポーザブルカテー
テルを併用している場合、併算定で
きるか。
Ａ８　再利用型カテーテルと間歇導
尿用ディスポーザブルカテーテルを
併せて使用している場合、主たるも
ののみ算定する。なお、再利用型カ
テーテルと間歇バルーンカテーテル
を併せて使用している場合も同様
に、主たるもののみ算定する。

〈リハビリテーション通則〉
Ｑ９　留意事項通知の通則におい
て、「署名または記名・押印を要す
る文書については、自筆の署名（電
子的な署名を含む）がある場合には
印は不要である」とされているが、
リハビリテーション実施計画書も当
該取扱いの対象となるのか。
Ａ９　そのとおり。
Ｑ10　留意事項通知において、リハ
ビリテーション実施計画書の作成
は、疾患別リハビリテーションの算
定開始後、原則として７日以内、遅
くとも14日以内に行うことになった
が、例えば、入院期間が５日の場合
は、この入院期間中にリハビリテー
ション実施計画書を作成することで
よいか。
Ａ10　そのとおり。

診療料の施設基準等の別表第９に掲
げる注射薬（『保険診療便覧2020年
４月１日改訂』p1327参照）の費用
は算定可能か。
Ａ４　算定可能。

〈在宅妊娠糖尿病患者指導管理料〉
Ｑ５　在宅妊娠糖尿病患者指導管理
料２について、「分娩後における血
糖管理」とは、血糖測定器を使用し
て血糖自己測定を行う必要がある場
合に限定されるか。
Ａ５　血糖自己測定の必要の有無は
問わない。

〈持続血糖測定器加算〉
Ｑ６　「２」間歇注入シリンジポン
プと連動しない持続血糖測定器を用
いる場合における「関連学会が定め
る適正使用指針」とは、具体的には
何を指すのか。
Ａ６　日本糖尿病学会のリアルタイ
ムCGM適正使用指針を指す。
Ｑ７　「２」間歇注入シリンジポン
プと連動しない持続血糖測定器を用
いる場合における「持続血糖測定器
に係る適切な研修」とは何を指すの
か。
Ａ７　現時点では、日本糖尿病学会
が主催するリアルタイムCGM適正

※厚労省疑義解釈「その１」（2020
年３月31日）および「その９」（５
月７日）より抜粋・一部改変

〈診療情報提供料（Ⅲ）〉
Ｑ１　診療情報提供料（Ⅲ）につい
て、紹介元の医療機関に対して単に
受診した旨を記載した文書を提供し
た場合には算定できないか。
Ａ１　単に受診した旨のみを記載し
た文書を提供した場合は算定不可。
Ｑ２　紹介された患者が、紹介元の
医療機関への受診する予定が明らか
にない場合についても算定可能か。
Ａ２　算定不可。
Ｑ３　予約した次回受診日に患者が
受診しなかった場合または予約した
次回受診日を変更した場合について
も、算定可能か。
Ａ３　算定可能。

〈在宅自己注射指導管理料〉
Ｑ４　在宅自己注射指導管理料を算
定している患者が、緊急時に受診
し、在宅自己注射指導管理に係る注
射薬を投与した場合、皮内、皮下及
び筋肉内注射、静脈内注射を行った
場合の費用および当該注射に使用し
た当該患者が在宅自己注射を行うに
当たり医師が投与を行っている特掲

〈その２〉医科医科
新点数新点数
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